
また、以下の場合には認定の有効期間および入園期間が制限されます。 

妊娠・出産 産後８週の属する月の末日まで 

（妊娠・出産の理由で入園された場合は必ず退園となります） 

求職活動中 ２ヶ月間 

（ただし、この間に一月６４時間以上の就労証明書を提出し、再度保育認定

を受ければ継続利用可） 

就学中 卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで 

（ただし、卒業後２ヶ月以内に一月６４時間以上の就労証明書を提出し、再

度保育認定を受ければ継続利用可） 

災害復旧 災害を受けた日から１年経過した日の属する月の末日まで 

【【２２】】  保保育育必必要要量量((保保育育施施設設をを利利用用ででききるる時時間間))  

保育認定を行う際、保育必要量の認定も行います。 

保育の必要量は「保育標準時間」と「保育短時間」の区分があり、一日あたりの利用でき

る時間や利用者負担額が異なります。 

① 保育標準時間・・・最長１１時間利用

② 保育短時間 ・・・最長８時間利用

必要量は、保育を必要とする理由や就労時間等によって認定します。 

保育を必要とする理由 保育標準時間 保育短時間 

保護者が就労している 

就学中である 

親族の介護・看護をしている 

月１２０時間以上 ○（どちらでも選択可）

月６４時間以上 

１２０時間未満 
△※１ ○ 

保護者の心身に病気や障がいがある △※２ ○ 

母親が妊娠・出産前後である 

保護者が震災・風水害・火災など災害の復旧にあたっている 
○ × 

保護者が求職活動中である 

育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがおり、

育児休業中も利用を継続する場合 

× ○ 

●父母のどちらかの要件が保育短時間であれば、「保育短時間」での認定となります。

※１．就労の場合、就労時間が１２０時間未満の場合は原則保育短時間となりますが、就労

状況によっては保育標準時間が希望できる場合もありますので、ご相談ください。 

※２．疾病・障がいの場合は原則保育短時間としますが、保育標準時間を適当とする医師の

診断書があれば、保育標準時間認定も可能です。 

保育時間の仕組みは、次のようになります。 

A 保育園の例 ※実際の保育時間等は施設によって異なります。

《保育標準時間利用の場合》 

施設ごとに決まっている通常保育時間内は必要に応じて利用可能です。 

また、特に必要があれば通常の保育時間外の延長保育を利用することもできます。 

※延長利用者負担額は施設によって異なりますので、各施設にご確認ください。

《保育短時間利用の場合》 

保育短時間の場合の原則的な保育時間は、８：００～１６：００までとなります。 

ただし、以下の施設は異なりますのでご注意下さい。 

 

 

この時間を越えて利用する場合は、各施設の通常保育時間内であっても延長保育の扱いと

なり、１日あたり 100 円の短時間延長利用者負担額がかかります。（非課税世帯や、生活

保護世帯でもかかります。） 

※認定こども園の短時間延長利用者負担額は施設によって異なりますので、各施設にご確認ください。

また、各施設の通常保育時間を超えて利用する場合は、さらに延長利用者負担額を支払う

必要があります。 

※延長利用者負担額は施設によって異なりますので、各施設にご確認ください。

7：00 18：00 19：00

A保育園の通常保育時間

延長保育

保育標準時間の場合の保育時間

7：00～18：00

7：00 19：0018：008：00 16：00

短時間延長 短時間延長 延長保育

A保育園の通常保育時間

7：00～18：00

保育短時間の場合の保育時間

・たんぽぽ保育園 ８：１５～１６：１５ 

・あさひ小郡保育園、はあと保育園吉敷、Ｕ ＮＵＲＳＥＲＹ新山口２号館、鴻城幼稚園、

阿知須幼稚園、野田学園幼稚園、旭幼稚園、山口中央幼稚園、明星幼稚園

  ８：３０～１６：３０ 
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